
伊佐市農業委員会第４回総会議事録 

 
１．開催日時  令和３年７月28日（水）午前９時00分から９時38分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （20人） 

    
    会  長        13番委員 
    委  員 
     

農業委員 農地利用最適化推進委員

4 番委員 9 番委員 1 番推進委員 8 番推進委員

5 番委員 10 番委員 2 番推進委員 9 番推進委員

6 番委員 11 番委員 3 番推進委員 10 番推進委員

7 番委員 12 番委員 4 番推進委員 11 番推進委員

6 番推進委員 12 番推進委員

15 番推進委員

     

４．欠席委員  （５人） 
      
５．議事日程 
 

  第１ 会議録署名委員の指名  ９番委員   １０番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 
議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 
議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 
議案第４号「非農地証明願」について 
議案第５号「農地空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番解除・

地番指定）について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長    農地振興係長    
農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

おはようございます。只今より、令和３年度 第４回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。一同礼。 

本日は、２番、８番農業委員が欠席ですが、出席人数は９名で、規定に

達しておりますので総会は成立いたします。会長お願いします。 
 

皆様おはようございます。 
利用状況調査が今月から始まっておりますが、日中は非常に暑いですの

で水分を補給し体に気を付けて活動をお願いいたします。また、新型コロ

ナウイルスによる感染が東京で過去最高の２，８４８名を記録したという

ニュースも入ってきておりますので、新型コロナウイルス感染対策にも気

を付けて活動をお願いしたします。 
本日の議事録署名委員を指名いたします。９番農業委員と１０番農業委

員にお願いいたします。総会時間中は、私語、雑談を禁止いたします。ご

意見質問は、報告終了後にお願いいたします。 
ただいまより総会を始めます。 

 
―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の

規定による通知」についてお願いいたします。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

１ページから２ページまで農業経営基盤強化促進法による解約が７件で

す。以上報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

 ―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 
なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて議題とします。 
事務局の報告を求めます。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定

ついて、貸借について説明します。６ページの総括表をご覧ください。期

間は３年から１９年で面積は、合計１５０，３７８㎡で利用権を設定する

者の数は１４人、設定を受ける者の数は１３人です。土地の詳細について

は資料３ページから５ページ、番号１番から１５番のとおりです。以上で

説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号について事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」

に係る意見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」にかかわる処分決定

について提案いたします。 

審議に入る前に事務局から報告がございます。 

 

整理番号６番の譲受人 Ｍ合同会社についてご説明いたします。法人形

態は合同会社であり、議決権につきましては、議決権者が４名で、事業に

ついては生産する農作物が水稲・トマトであり、作付け状況については主

に水稲を１６１，１０３㎡作付けしており、経営状況は問題なく、役員に

ついては４名で、農業従事日数も要件を満たしている事、また、営農計画

書、決算報告書、定款も添付されており、Ｍ合同会社につきましては、農

地保有適格法人の要件を全て満たしていることを報告します。 

 

それでは整理番号１番から９番まで、一括で報告をお願いします。ご意
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９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

1 １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見・ご質問は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番につて、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る７月２１日に現地調査をいたしましたの

で、私９番が報告いたします。 

申請人 ＮＲさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＹＳさんは、薩摩川内市田崎町に居住される市外住民で年齢は

６７歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字下原田４１６８番２、地目は田、地積は１，

６８４㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１３７，５３３㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約０．５ｋｍで現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号２番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、 

整理番号２番につきまして、去る７月２３日に現地調査をいたしましたの

で、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＮＹさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は６６歳です。 

渡し人 ＮＮさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は８８歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字中川原１３９３番１で、地目は畑、地積は

２，４２７㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は７，６５０㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約０．８ｋｍで現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 
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議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号３番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、 

整理番号３番につきまして、去る７月２３日に現地調査をいたしましたの

で、私６番が報告いたします。 

申請人 ＩＡさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢は８０歳です。 

渡し人 ＳＴさんは、神奈川県横浜市青葉区に居住される市外住民で年

齢は６３歳です。 

申請地は、伊佐市大口下殿字高田１１７４番１外１筆で、地目は田、地

積は２筆合計２，２４０㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は４８，４４９㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約４００ｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号４番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、 

整理番号４番につきまして、去る７月２１日に現地調査をいたしましたの

で、私７番が報告いたします。 

申請人 ＫＫさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＡＭさんは、岡山県岡山市中区に居住される市外住民で年齢は

７３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字橋口９８７番１、地目は田、地積は２，２

５５㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は１５４，７４０㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約０．８ｋｍで現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 
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議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号５番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、 

整理番号５番につきまして、去る７月２１日に現地調査をいたしましたの

で、私４番が報告いたします。 

申請人 ＭＫさんは、伊佐市大口白木に居住され、年齢は４０歳です。 

渡し人 ＭＳさんは、伊佐市大口白木に居住され、年齢は７３歳です。 

申請地は、伊佐市大口白木奴ル木１０４８番外３筆、地目は畑１筆、田

３筆、地積は４筆合計３，０００㎡で所有権移転贈与になります。 

譲受人と譲渡人は親子であり、受人の経営面積は、今回贈与の農地を含

め３，０００㎡で取得可能面積であります。農業従事者は２名で、通作距

離は約１ｋｍで現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具等

は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号６番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、 

整理番号６番につきまして、去る７月２１日に現地調査をいたしましたの

で、私１０番が報告いたします。 

申請人 Ｍ合同会社は、伊佐市大口小木原において農業に関する事業を

行っている農地所有適格法人です。 

渡し人 ＳＴさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢は７１歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下１８１３番地１外１筆、地目は田、

地積は２筆合計１，９０５㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１６０，１５５㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は４名で、通作距離は約２ｋｍで現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 
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議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号７番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、 

整理番号７番につきまして、去る７月２１日に現地調査をいたしましたの

で、私１２番が報告いたします。 

申請人 ＭＨさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢は７８歳です。 

渡し人 ＳＴさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢は９２歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字薬師原１４２７番４、地目は畑、地積は８

９３㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、７，６５４㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約２００ｍで現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号８番について、１1番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、 

整理番号８番につきまして、去る７月２３日に現地調査をいたしましたの

で、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＮＨさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は３８歳です。 

渡し人 ＫＨさんは、埼玉県所沢市に居住される市外住民で年齢は７５

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字比良田３２５１番１、地目は田、地積は１

０７㎡で所有権移転売買になります。 

受人は今年５月に空き家バンクを利用し住宅を購入の際、付随した申請

地を合わせて購入するものです。農地法第３条第２項第５号の下限面積の

特例により取得可能であります。農業従事者は１名で、通作距離は住宅地

に隣接しており、現況は長く耕作されていない状況ですが、今後受人が耕

うんを行い自然農法で野菜を栽培する計画です。経営意欲はあり農機具等

は、今後補完していく計画です。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ
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議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

ります。 

 

整理番号９番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、 

整理番号９番につきまして、去る７月２１日に現地調査をいたしましたの

で、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＴＭさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は７７歳です。 

渡し人 ＴＴさんは、福岡県筑紫野市に居住される市外住民で年齢は８

７歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字久木元８２６番外１筆、地目は田、地積は

２筆合計１，６０９㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、今回申請の面積を加えると３，９６０㎡で取得可能

面積であります。農業従事者は２名で、通作距離は約０．５ｋｍで現況は

良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から９番について、許可することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番から９番については許可が決定いたしま

した。 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数９件について９件の処分が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて報告をお願いします。 

整理番号１番について、事務局の報告を求めます。 

 
議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る７月２１日、申請代理人 Ｔ行

政書士立会いのもと、事務局にて調査しましたので報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口宮人に所在する 株式会社 Ｓ 代表取締役ＴＹ

さんで、一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口曽木に居住されている ＴＴさんで、年齢は７３

歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字千鳥山１１９１番２１外２筆で、地目は田

が１筆、畑が２筆、地積は田で５，３５４㎡、畑２筆で２，５９６㎡、３

筆合計７，９５０㎡です。 

所在地は、曽木の滝より西へ約２．５ｋｍに位置しており、周囲に山林

及び原野が散在していることから第２種農地その他の農地です。本申請

は、先月の総会において許可されましたが、同時申請のあった農業振興地

域の除外が先月申請の５筆のうち２筆が除外困難であったことから、事業

の見直しを行い前回の許可につきましては申請取消しが提出されており

ます。その後、改めて農地法第５条の申請が出されております。申請内容

は前回の申請と同様で転用目的は資材置場であります。 

添付書類として、申請書、位置図、字図、全部事項証明書、事業計画

書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書等、会社定款が添付されてお

り前回と同様であります。 

調査の結果、許可相当であると判断いたしましたが、委員の皆様方の

ご審議方をよろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 
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議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１件について、１件が処分決定いたしました。 
 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「非農地証明願」について提案いたします。 
整理番号１番、２番について、事務局の報告を求めます。 

 
議案第４号「非農地証明願」についてのうち整理番号１番について、

去る７月２１日、申請人の代理人 Ｔ行政書士立合いのもと、事務局が現

地調査を行いましたので報告いたします。 
申請人 ＳＳさんは、伊佐市菱刈南浦に居住されています。 
申請地は、伊佐市菱刈南浦字乱橋３０１１番１、地目は畑、地積は７

８７㎡です。 
所在地は、本城小学校から南東へ約８００ｍに位置し、北側と東側と

南側は山林、西側は申請人の息子さんの自宅になります。 
非農地になった時期及び理由としては、平成１０年１月に息子さんの

自宅を建築した際に申請地の一部を住宅用敷地に利用するため埋め立て

てしまったことによるものです。宅地以外の部分につきましては、周囲の

山林からの浸食により山林化しております。 
添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図、字図、家

屋の不動産登記情報等が添付されています。 
調査の結果、この申請については既に農地性は喪失しており、農地へ

の復旧は困難であると判断しました。 

 
続きまして整理番号２番について、去る７月２１日、申請人の代理人 

Ｔ行政書士立合いのもと、事務局が現地調査を行いましたので報告いたし

ます。 
申請人 ＳＳさんは、伊佐市菱刈南浦に居住されています。 
申請地は、伊佐市菱刈南浦字菅田２１９９番２外２筆、地目は畑、地

積は３筆合計３，２３６㎡です。 
所在地は、本城小学校から南へ約２ｋｍに位置し、西側は畑と宅地、

北側は畑、東側と南側は公衆用道路になります。 
非農地になった時期及び理由としては、申請地の地目は畑ですが地盤

が浅くすぐ下に岩盤があり生産性が低かったため耕作放棄地となり平成

１２年５月から近くの畜産農家にロール置場として利用してもらってい
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たとのことです。現在、牧草ロールが大量に置いてあります。 
添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図、字図と申

請地の隣に居住している ＫＫさんから２０年以上ロール置場として使

用されていたことの証明書が添付されています。 
調査の結果、この申請については既に農地性は喪失しており、農地へ

の復旧は困難であると判断しましたが、委員皆様方のご審議方よろしくお

願いいたします。以上で報告を終わります。 
 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番、２番について、非農地として証明することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番、２番は、非農地証明が決定いたしまし

た。 

 

議案第４号「非農地証明願」については２件申請のうち２件の非農地証

明が決定いたしました。 

 
―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番解

除・番地指定）について提案いたします。 
整理番号１番について、事務局の報告を求めます。 

 
議案第５号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番解

除・地番指定）について、事務局よりご説明いたします。 
地番解除につきまして整理番号１番の申請人 ＫＨさんは埼玉県所沢

市に居住されている市外住民です。 
申請地は、伊佐市菱刈下手字比良田３２５１番１で、地目は田、地積は

１０７㎡、第一綜合警備株式会社から東へ約５００ｍに位置し、宅地に隣

接する農地です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

令和３年５月２８日付けで空き家に付随する農地として下限面積の地

番指定を行っていましたが、今回空き家と隣接する農地の売却が決定し、

伊佐市空き家・空き店舗バンク実施要項第６条１項の規定により、登録台

帳の抹消がありましたので、申請地について下限面積の地番指定を解除し

たいと思います。 

 

 続きまして、地番指定につきまして事務局よりご説明いたします。 
 申請人 ＮＫさんは鹿児島市鴨池新町に居住されている市外住民です。 

 申請地は、伊佐市大口青木字天神ノ脇８２１番２外１筆、地目は畑、地

積は２筆合計６７６㎡です。 

所在地は、大口東小学校より東へ約５００ｍに位置し家屋に付随する農

地になります。添付書類として、全部事項証明書が添付されており規定に

より特例農地としての区域指定に関して特段問題はないと思われます。 

委員皆様のご審議方よろしくお願いしたします。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第５号、「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番

解除・番地指定）について決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって議案第５号、「農地付空き家・空き店舗バンク」によ

る下限面積（地番解除・地番指定）について決定いたしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  
総会資料の最終ページをお開きください。７月の月例報告をします。

５日、７月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。２１日、現地

調査を一斉にしております。２８日、本日ですが第４回農業委員会の総会

です。 

８月の行事予定ですが、５日に８月の定例常設審議委員会が鹿児島市で

あります。２３日が現地調査です。３０日が第５回の農業委員会の総会で

す。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 
 

伊佐市農業委員会 

 

会     長     会  長     

伊佐市農業委員     ９  番      

伊佐市農業委員     １０ 番     

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

月例報告は以上です。 

 
他にないでしょうか。 
 

総会資料と一緒に８月３１日に開催が予定されています鹿児島県農業

委員会大会について案内を差し上げたところですが、本日出欠の確認を取

らせていただきたいということでお願いしておりましたので、挙手で参加

確認をさせていただきます。 

 

（挙手による出欠確認） 

 

本日欠席されている農業委員、推進委員の方には事務局から確認をさ

せていただきます。当日の行動予定につきましては、改めて通知を差し上

げます。 

  

他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

以上で、令和３年度 第４回農業委員会総会を終わります。 

姿勢を正してください。 

一同礼。 
おつかれ様でした。 

 

【終了時間  午前９時３８分】 

 

  


